
 

 

 

 

 

 

障がい者制度改革推進会議及び総合福祉部会での議論 
  

資料６ 



◎障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）【平成 22 年 6 月 7 日障がい者制度改革推進会議】（抄） 

４．１）労働及び雇用 

（推進会議の問題認識） 

【職場における合理的配慮や必要な支援の整備】 

障害者が自らの能力を最大限に発揮し、障害のない人と同様に安全かつ健康的な労働環境を確保するためには、障害を理由とする差別が禁

止され、職場において必要な合理的配慮や支援がなされる必要がある。 

このような観点から、以下を実施すべきである。 

・厚生労働省において、現在検討中である障害者雇用促進法の見直しの議論の中で、障害を理由とする差別の禁止、事業主への合理的配慮の

義務付け及びその取組を容易にするための助成や技術的支援、合理的配慮に関する労使間の紛争解決手続の整備等の職場における合理的配

慮を確保するための具体的方策について、推進会議等の議論も踏まえ引き続き検討を行う。 

・障害者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、コミュニケーション支援（手話通訳、要約筆記等）、ジョブコーチ等の職場における支援の

在り方については、既存の助成制度も含め、障害者雇用促進法の見直しの議論及び平成 23 年末を目途に得られる総合福祉部会等の検討結

果を踏まえ、法制化を含めた必要な措置を講ずる。                          

 

◎障害者制度改革の推進のための第二次意見【平成 22 年 12月 17日障がい者制度改革推進会議】（抄） 

２）労働及び雇用  

（推進会議の問題認識）  

【合理的配慮等の提供による雇用及び労働の質の向上】  

障害の種別、程度にかかわらず、働くことを希望するすべての障害者が差別されることなく障害のない人と平等に就職、職の維持や昇進、

昇給、復職等ができるよう、職場において事業所から適切な合理的配慮が行われる必要がある。  

また、労働能力を向上させるために必要な支援（職業生活を維持、向上するための人的、物的及び経済的支援や生活支援、通勤を含む移動

支援、コミュニケーション支援を含む。）が行われることが必要であり、これにより、障害者の雇用及び労働における処遇や技能の向上を図る

べきである。   

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。  

・働く場での合理的配慮及び必要な支援として、障害に応じた職場環境と労働条件の整備、ジョブコーチや介助者等の人的支援の配置、コミ

ュニケーション支援等の支援を受けられるようにすることにより、障害者が障害のない人と平等に雇用され、働くことができるようにする

こと。  

・障害者の求職、昇進及び復職に関し必要な措置を講ずること。   



（基本法改正に当たって政府に求める事項に関する意見） 

○労働施策と福祉施策を一体的に展開し、働くことを希望するすべての障害者が合理的配慮及び必要な支援を受けることにより、障害のない

人と平等に労働者としての権利が守られ、生計を立て得る収入が得られるとともに、働く機会が確保されるよう、必要な施策を講ずること。 

 

◎「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」【平成 23年 8月 30 日障がい者制度改革推進会議総合福祉部会】（抄） 

Ⅲ－３ 労働と雇用  

１．障害者雇用促進法に関わる事項  

【表題】雇用の質を確保するための法改正   

【結論】  

○ 量だけでなく質としての雇用を確保するため、障害者雇用促進法を改正し、障害者権利条約第 27 条[労働及び雇用]で求められる労働への

権利、障害に基づく差別(合理的配慮の提供の拒否を含む)の禁止、職場での合理的配慮の提供を確保するための規定を設ける。障害者雇用

促進法にこれらの規定を設けることが困難な場合には、それに代わる新法(労働法)で規定する。 

【説明】  

障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度は、主に量としての雇用の確保を意図したものであり、障害者権利条約第 27条で求められる、

質としての雇用の確保を担保するものではない。  

したがって、公的機関及び大企業に限らず中小の企業においても、障害者が他の者と平等な雇用条件や昇給・昇進、希望職種・業務の充足

といった雇用の質が確保できるようにするために、労働の権利、障害に基づく差別(合理的配慮の提供の拒否を含む)の禁止、職場における合

理的配慮の提供の確保等に関する必要な規定を設けるべきである。 

 

【表題】雇用施策の対象とする障害者に就業上必要な支援を認定する仕組み  

【結論】  

○ 障害者雇用率制度に基づく雇用義務の対象を、あらゆる種類の障害者に広げると共に、それに伴って大幅な引き上げが求められる雇用率

達成のため事業主への支援を拡充する必要がある。また障害者が職場で安定的に就業するための合理的配慮の提供を含む、就業上必要な支

援を明らかにする総合的なアセスメントを整備する。  

【説明】  

個々の障害者が具体的な就業の場においてどのような支援(合理的配慮の提供を含む)を必要とするかについて、当該障害者の就業にかかわ

るすべての利害関係者(障害当事者及び事業主も含む)がチームとしてアセスメントを行う仕組みを整備する必要がある。そうしたアセスメン

トは、状況の変化に応じた柔軟な見直しが求められる。  



【表題】職場における合理的配慮の確保 

【結論】  

○ 事業主が障害者に合理的配慮を提供するのに必要な経済的・技術的支援を受けられるような仕組みとともに、合理的配慮が提供されない

場合、苦情の申し立てと救済措置が受けられるような仕組みを整備する必要がある。  

【説明】  

就労系事業、特例子会社、重度障害者多数雇用事業所等での合理的配慮の実践例を企業に示すことで、企業の理解を求める。合理的配慮の

類型化や事例のガイドブックの整備等も企業の取組みを進める上で有効と思われる。それにあわせ、合理的配慮に係る費用負担のあり方も整

理する必要がある。  

また、合理的配慮が提供されない場合、障害者が苦情を申し立て、救済措置が受けられるような第三者性を確保した仕組みについては、職

場内および労働審判制度の整備を含めて平成 24年度内を目途に得られる差別禁止部会および労働政策審議会障害者雇用分科会での検討結果

などを踏まえ、適切な措置を講じる必要がある。   


